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衆
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院
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員
阿
部
知
子
君
提
出
動
物
愛
護
の
促
進
を
図
り
、
行
政
が
引
き
取
る
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殺
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た
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し
、
別
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答
弁
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を
送
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す
る
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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
動
物
愛
護
の
促
進
を
図
り
、
行
政
が
引
き
取
る
犬
や
ね
こ
の
殺
処
分
を
減
ら
す
た
め
の

施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

都
道
府
県
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
基
づ
き
引

き
取
っ
た
犬
及
び
猫
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
施
策
の
実
施
状
況
を
照
会
し
た
結
果
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、

都
道
府
県
等
が
平
成
十
三
年
度
に
引
き
取
っ
た
犬
及
び
猫
の
頭
数
並
び
に
飼
養
希
望
者
に
譲
渡
し
た
犬
及
び
猫
の
頭
数
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
等
で
行
う
集
計
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
答
弁
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

都
道
府
県
等
が
引
き
取
っ
た
犬
及
び
猫
の
殺
処
分
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
同
費
用
の
み

を
区
分
し
て
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
答
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
が
法
に
基
づ
き
行
っ
た
犬
及
び

猫
の
引
取
り
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
は
補
助
を
行
っ
て
い
な
い
。

一



地
方
公
共
団
体
が
動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼
養
に
関
し
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
普
及
啓
発
を
図
る
よ
う
努

め
る
こ
と
は
、
広
く
国
民
の
間
に
命
あ
る
も
の
で
あ
る
動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼
養
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
飼

養
に
係
る
動
物
の
終
生
飼
養
に
つ
な
が
る
な
ど
そ
の
適
正
な
飼
養
に
資
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
に
よ
る
犬
及
び
猫
の

引
取
数
の
減
少
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
集
合
住
宅
等
に
お
け
る
動
物
の
飼
養
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
当
該
集
合
住
宅
等
の
規
約
等
に
お
い
て
自
主
的
に

決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

都
道
府
県
等
に
対
し
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
の
数
並
び
に
こ
れ
ら
職
員
の
う
ち
法
第
十
七

条
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
員
等
の
職
名
を
有
す
る
動
物
愛
護
担
当
職
員
（
以
下
「
愛
護
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）
に
該

当
す
る
職
員
の
数
を
照
会
し
た
結
果
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
実
態
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
職
員
を
配
置

し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

二



五
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
法
第
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
獣
医
師
等
動
物
の
適
正
な
飼
養
及
び
保
管
に
関
し
専
門

的
な
知
識
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
愛
護
担
当
職
員
に
充
て
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
や
愛
護
担
当
職
員
を
対
象
と
し
た
講
習
会
の

開
催
等
に
つ
い
て
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

都
道
府
県
等
に
対
し
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
推
進
員
の
委
嘱
の
有
無
及
び
法
第
二
十
二
条
に
規

定
す
る
協
議
会
の
組
織
化
の
有
無
を
照
会
し
た
結
果
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

環
境
省
に
お
い
て
は
、
更
に
多
く
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
右
に
述
べ
た
動
物
愛
護
推
進
員
及
び
協
議
会
の
制
度
が
積

極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
等
を
通
じ
た
支
援
を
行
っ

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
文
章
や
画
像
の
掲
示
は
、
法
の
目
的
及
び
基
本
原
則
を
損
な
う
行
為
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間

三



団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼
養
に
関
し
、
教

育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
普
及
啓
発
を
図
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
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